
令和２年３月14日  

茨木市新型コロナウイルス対策本部会議  

 

 

市主催（共催事業を含む）事業の中止に伴う参加料等について 

 

 

令和２年３月14日付け、本会議にて決定した「新型コロナウイルス感染症の

拡大防止に向けた対応（施設の休館等）について」における参加料等の対応に

ついては、下記のとおりとする。 

 

記 

 

１ 対応期間  

令和２年３月31日まで 

 

２ 対応内容  

(１) 市主催（市が財政的支援等を行っている共催事業を含む）事業の中止に

伴う参加料等について 

（対応）市主催及び市が財政的支援等を行っている共催事業で中止したイ

ベント参加料について参加予定者に全額返金する。 

 

(２) 公共施設の施設利用料について  

（対応）公共施設の利用において、新型コロナウイルス感染予防を理由と

して中止する団体等には、施設利用料を全額返金する。 

 

(３) 事業の実施ができないイベント等に係る実費経費について  

（対応）市が補助金や負担金などの財政的支援を行っているイベント等に

おいて、新型コロナウイルス感染予防を理由として事業を中止す

る場合、実施に向けた準備経費等の実費については、原則、交付

対象とする。 

別紙２ 


